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１ 学習用端末の利用について 

 

近年、インターネットの普及や社会全体のグローバル化が急速に進展し、児童生徒を取り

巻く環境が大きく変化しています。また、新学習指導要領においては、情報活用能力が「学

習の基盤となる資質・能力」と位置付けられ、ＩＣＴ技術を活用した教育政策の推進が求め

られています。 

国が進めているＧＩＧＡスクール構想を受け、本市においても、市内小・中学校の全児童

生徒に１人１台タブレットを貸与し、ＩＣＴ機器に触れる機会を充実させ、児童生徒の可能

性を最大限広げていくため、学校の授業で有効に活用することに重点を置いた教育環境の充

実を図ります。 

また、個別最適化された学びを提供し、求められる能力の育成を実現するため、ＩＣＴ機

器を最大限活用し、教育の質の向上、児童生徒の確かな学力の育成を目指していきます。 

本市では、第２期北本市教育振興基本計画「共に学び 未来を拓く 北本の教育」に基づき、

多様なニーズに対応した教育や一人一人の学力を伸ばす教育を推進しています。これまで学

校で積み重ねてきた対面指導による教育実践と、ＩＣＴ機器の活用を組み合わせて、児童生

徒の学び続けようとする意欲や豊かな創造性を更に育んでいきます。従来取り組んできた学

校ならではの協働的な学び合いも大切にしながら、児童生徒の学習をより効果的・効率的に

進めるために学習用タブレットの活用を取り入れていきます。 

これからの時代、常に物事を多面的にとらえ、協働して諸問題に取り組んでいく対応能力

が問われます。そのような課題解決の際にＩＣＴ機器はとても便利な道具となります。しか

しながら、使い方を誤れば、他人を傷つける道具ともなり得ます。間違っても、他人を誹謗

中傷する道具として利用したり、法律に抵触するような道具として使用するものではありま

せん。 

目的に沿って正しくタブレットを利用し、本手引きに記載されているルールや制限事項を

よく理解したうえで、日常生活で存分に活用していくようにしてください。 

 

 

 

 



２ 機種及び附属品等について 

 

児童生徒用タブレット 

製品名 ASUS Chromebook 

Flip C214MA 

インチ 11.6 型 

ＣＰＵ インテル Celeron 

ＯＳ Chrome OS 

メモリ 4GB 

ストレージ eMMC 32GB 

質量 約 1.2kg 

 

 【特長】 

 ①２台のカメラ 

スクリーンの上部とキーボー 

ド側右隅に２つカメラが搭載 

されています。写真や動画撮 

影が可能で、様々な学習シー 

ンで役立ちます。 

 ②持ち運びが安心 

厳しい品質試験にクリアした耐久 

性があります。タブレット本体の 

裏面には、滑りにくいように、ゴム製バーグリップを搭載しています。また、本体側面 

と４つ角は丈夫なゴム製バンパーで保護されています。 

 ③ロングライフバッテリー 

省電力設計により、最長約１２時間のバッテリー駆動時間が可能です。バッテリー残量 

を気にすることなく、学校生活でも安心して使用できます。 

 

【附属品】 

 ○充電コード（学校保管） 

【その他】 

 ○ステレオスピーカー内蔵 ○アレイマイク内蔵 ○無線ＬＡＮ対応 

○Bluetooth 機能 

 ○マルチタッチ・タッチパッド ○１０点マルチタッチ・タッチスクリーン 

 ○USB ポート 3.1×２、3.0×１ ○microSDXC メモリーカード 

○マイクロホン／ヘッドホン・コンポ ジャック 

 

高さ 19.5～
20.1mm 

※授業を行う教
員用タブレッ
トも同様のも
のです。 

ASUS 製品紹介より 

 



３ 学習用端末利用上の注意 

学習用端末は、市内小・中学校の校舎内での学習で活用していただく情報機器です。学習

用端末を活用することで学習効果が高められ、さらに情報モラルも身につきます。「情報を

的確に収集・判断し、分かりやすく表現する力」を習得し、「情報活用能力・表現力」を養

ってほしいと願っています。そのためにも以下の事項を守ってください。 

 

□ 端末
たんまつ

は学習用
がくしゅうよう

ツール（道具
ど う ぐ

）として利用
り よ う

してください。 

授業
じゅぎょう

・学習
がくしゅう

以外
い が い

での利用
り よ う

は禁止
き ん し

です。 

□ 充電
じゅうでん

するときは、充電
じゅうでん

キャビネットを利用
り よ う

してください。 

□ 端末
たんまつ

で SNS やネットゲーム・YouTubeを利用
り よ う

してはいけません。 

□ 個人
こ じ ん

アカウントＩＤやパスワードは他人
た に ん

に教
おし

えないようにしてください。 

   他人
た に ん

の【アカウントＩＤ・パスワード】でログインすると証拠
しょうこ

が残
のこ

ります。 

□ 利用
り よ う

時間
じ か ん

及び
お よ び

利用
り よ う

内容
ないよう

については、学校
がっこう

で伝
つた

えられた約束
やくそく

を守
まも

ってください。 

□ カメラ撮影
さつえい

・動画
ど う が

撮影
さつえい

（スクリーンショットを含
ふく

む）を行
おこな

うときは、撮影
さつえい

される人
ひと

の

許可
き ょ か

を得
え

てください。 

□ 他人
た に ん

の所有物
しょゆうぶつ

を無断
む だ ん

で撮影
さつえい

しないでください。 

□ 他人
た に ん

の画像
が ぞ う

・音声
おんせい

・動画
ど う が

・個人
こ じ ん

情報
じょうほう

（名前
な ま え

、住所
じゅうしょ

等
など

）は、本人
ほんにん

の同意
ど う い

にかかわらず撮影
さつえい

・

所持
し ょ じ

・送信
そうしん

・公開
こうかい

してはいけません。 

□ 友達
ともだち

の端末
たんまつ

に、本人
ほんにん

の許可
き ょ か

なく触
ふ

れてはいけません。    

□ 教室
きょうしつ

移動
い ど う

や体育
たいいく

等
など

で端末
たんまつ

を利用
り よ う

しないときは、端末
たんまつ

をカバンの中
なか

（もしくは、充電
じゅうでん

キャ

ビネット）へ入
い

れるようにしてください。 

※ 盗難
とうなん

にあった場合
ば あ い

には、担任
たんにん

の先生
せんせい

へ報告
ほうこく

してください。 

  



（１）ＩＣＴ機器環境整備について 

①ネットワーク環境 

北本市では Chromebook という機種を選定しました。この機種はインターネットが

接続できる環境で利用する端末です。本校では校舎内・体育館、特別教室等で、無線

でインターネット接続環境を提供していますので、その場所で端末が利用できます。 

  

②学習用端末（Chromebook）の特徴 

     □ 起動が早く、すぐに使える環境がそろう。 

□ キーボードとの一体化のため、パソコンのように操作がしやすい。 

□ 初心者でも、ストレスなく操作することができます。 

□ 頑丈で、品質が安定しています。 

□ セキュリティが高く、質が良いのも特徴です。 

 

③学習用端末（Chromebook）の充電について 

タブレットの充電状況をよく確認しておいてください。充電容量が５０％以下にな

る前に、充電をお願いします。また学校へのモバイルバッテリー等の持ち込みは禁止

しています。 

充電する場合には、校舎内に充電ボックスを用意してありますので、そこで充電す

るか、必要に応じてご家庭で充電をするようにしてください。 

 

（２）禁止事項 

①個人の AppleＩＤの利用はできません 

  AppleＩＤが不要なクラウドサービスを利用しているため、個人の AppleＩＤを利

用することができません。 

 

②アプリの削除禁止 

     すでにインストールされているアプリを自分で削除してはいけません。 

 

③アプリのインストール 

     アプリをインストールすることを固く禁じます。インストールすることで他人の情

報機器に悪影響を及ぼし、インターネットに接続できない・個人情報が漏洩するとい

ったことが生じる危険性があります。 

 

④学習用端末（貸与された Chromebook）以外の情報機器を持ち込んではいけません。 

 

⑤学習以外のサイトは学習用端末で利用してはいけません。 

     学習目的以外のサイト（暴力・違法薬物・ギャンブル・ポルノ・インターネットシ

ョッピング・SNS 等）を利用することはできません。サーバのログ情報を見ると「〇



〇さんのタブレットが□時□分□秒に△△サイトにアクセスしていた」という情報が

すべて残っているので、悪質な場合は利用停止となる場合があります。 

 

⑥不正アクセスの禁止 

     本校では、高度なネットワークセキュリティシステムを稼働し、皆さんの学習用端

末や校内ＰＣを不正なウィルスから守っています。これらのシステムを故意に破壊す

るような行為を行ってはいけません。 

 

⑦他人のＩＤを不正利用禁止 

     勝手に他人の「アカウントＩＤ・パスワード」を利用する行為は禁止とします。 

 

（３）制限事項 

①ログインＩＤ／ＰＷ） ＩＤ  【       ＠city-kitamoto.ed.jp】 

ＰＷ（初期設定）  【 kita2021（半角） 】 

⇒変更後ＰＷ  【 kita__ __ __ __（４ケタ） 】 

 

   初期パスワードは必ず自分の分かるパスワードに変更してください。第三者が勝

手に利用することを防ぐことができます。パスワードを変更した時は担任の先生に

報告してください。それ以外の人には、教えてはいけません。 

 

②パスワード忘れ 

     自分の設定したパスワードを忘れてしまった場合には、すみやかに担任の先生に報

告してください。パスワードリセットの手続きを行います。 

 

③学習用端末の貸し借りについて 

端末は北本市教育委員会の持ち物です。それを各個人に貸し出しています。自分の

ものを友人に貸し出すことは禁止します。それによって、無用なトラブルを防ぐこと

ができます。 

 

④破損・紛失について 

学習用端末を卒業まで大切に取り扱ってください。端末には防水機能はありませ

んので、ぬらさないように気をつけてください。持ち帰る場合は、トイレやお風呂場

で使うと故障の原因となることもあります。 

万一破損や紛失等があった場合には、すぐに担任の先生へ申し出てください。なお、

破損や紛失があった場合には、巻末の「破損届・修理願い」及び「紛失届」をコピー

して必要事項を記入の上、担任の先生へ提出してください。北本市教育委員会の保証

にしたがい速やかに手続きをとります。また、破損・紛失の場合、料金が必要な場合

もあります。 



 

⑤電子メール使用について 

     この学習用端末は、電子(WEB)メールは使えません。 

 

（４）情報モラルに関すること等 

①インターネットやメール・SNSについて 

     インターネットやメール・SNSの使い方には十分に注意してください。これらは誤

った使い方をすると他人を傷つけたり、自分が傷つけられたりする道具となってしま

います。 

 

②機器依存症について 

ご家庭でのＩＣＴ機器利用のルールや判断は保護者の方にお任せいたします。家庭

で深夜までＩＣＴ機器を使い、ゲームアプリや SNS に熱中するようではいけません。

ご家庭でのＩＣＴ機器の使い方についてお困りの場合は、学校や担任へお申し出くだ

さい。 

 

③学習用端末等に貼ってあるシールをはがさないでください。 

生徒全員が同一機種を使用しますので、テープに書いてある番号で誰の端末なのか

を把握しています。 

 

（５）健康に関すること 

  ①目と画面との距離 

    学習用端末を使用する際に良い姿勢を保ち、机と椅子の高さを正しく合わせて、目

とタブレットとの距離を３０ｃｍ以上離すようにしましょう。 

  ②定期的な休憩 

    長時間にわたって継続して画面を見ないよう、３０分に１回は、２０秒以上、画面

から目を離して、遠くを見るなどして目を休めるようにしましょう。 

  ③明るさの調整 

    画面の反射や画面への映り込みを防止するために、画面の角度や明るさを調整しま

しょう。また、部屋の明るさに合わせて、タブレットの画面の明るさを調整しましょ

う。 

 

  ※参照（別添１・２・３） 

「端末利用に当たっての児童生徒の健康への配慮等に関する啓発リーフレット」 

（文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課） 

 





 



 



 



  

児童
じ ど う

・生徒用
せ い と よ う

 Chromebook
ク ロ ー ム ブ ッ ク

 持
も

ち帰
か え

りルール 
※お家の人と必ず約束を確認しましょう。 

学習
がくしゅう

内容
ないよう

をよく理解
り か い

し、豊
ゆた

かな学
まな

びを実現
じつげん

させていくためには、一人
ひ と り

一台
いちだい

の学習用
がくしゅうよう

端末
たんまつ

を効果的
こうかてき

に活用
かつよう

することが大切
たいせつ

です。 

端末
たんまつ

は、皆
みな

さんの学習
がくしゅう

に役立
や く だ

てるための道具
ど う ぐ

です。鉛筆
えんぴつ

やノートのように、皆
みな

さんにと

って「文
ぶん

房
ぼう

具
ぐ

」のように使
つか

いこなせるようになってほしいと 考
かんが

えています。とても便利
べ ん り

な

道具
ど う ぐ

ですが、使
つか

い方
かた

を間違
ま ち が

えると危険
き け ん

な道具
ど う ぐ

にもなります。 

そのために、この「持
も

ち帰
かえ

りルール」を定
さだ

めました。 

皆
み な

さんでこのルールを守
ま も

り、学習用
がくしゅうよう

端末
た ん ま つ

を活用
か つ よ う

していきましょう。 

 

【使用
し よ う

するときの注意点
ちゅういてん

】
）

 

○ 端末
たんまつ

は、学習
がくしゅう

活動
かつどう

のために使用
し よ う

しましょう。また、自分
じ ぶ ん

の家
いえ

で使
つか

いましょう。 

（学習
がくしゅう

目的
もくてき

で図書館
としょかん

等
など

で使
つか

いたいときは、お家
うち

の人
ひと

の許可
き ょ か

をもらいましょう。） 

○ 登
とう

下校中
げこうちゅう

は端末
たんまつ

をかばんから出
だ

さないようにしましょう。 

○ なくしたり、盗
ぬす

まれたり、落
お

として壊
こわ

したり、水
みず

に濡
ぬ

らしたりすることがないよう、

大切
たいせつ

に使
つか

いましょう。 

○ 端末
たんまつ

は機器
き き

番号
ばんごう

で管理
か ん り

されています。他
ほか

の人
ひと

に貸
か

したり、使
つか

わせたりすることはやめ

ましょう。 

○ 画面
が め ん

はタッチパネル式
しき

になっています。先
さき

のとがったもので触
さわ

らないようにしましょ

う。 

○ お家
うち

では、家
いえ

の人
ひと

が見
み

えるところに端末
たんまつ

を置
お

きましょう。 

４ 児童・生徒用 Chromebook 持ち帰りルール 



○ 学習用
がくしゅうよう

端末
たんまつ

が使用
し よ う

できるのは午後
ご ご

９時
じ

までです。寝
ね

る前
まえ

１時間
じ か ん

も使
つか

わないようにしま

しょう。 

○ 長時間
ちょうじかん

使
つか

い続
つづ

けず、１時間
じ か ん

に１回
かい

休憩
きゅうけい

をしましょう。 

○ お家
うち

で端末
たんまつ

の利用
り よ う

についてよく話
はな

し合
あ

って、健康面
けんこうめん

にも注意
ちゅうい

しましょう。 

【著作権
ちょさくけん

・個人
こ じ ん

情報
じょうほう

など】 

○ コメントをするときには相手
あ い て

をおもいやり、傷
きず

つけたり、不快感
ふかいかん

を与
あた

えたりしないよ

うにしましょう。 

○ 他
ほか

の人
ひと

の作品
さくひん

や表現
ひょうげん

を尊重
そんちょう

し、それらを使用
し よ う

するときは許可
き ょ か

を得
え

るようにしましょ

う。 

○ 写真
しゃしん

を撮
と

ったり、音
おと

や映像
えいぞう

を録音
ろくおん

・録画
ろ く が

したりするときは、相手
あ い て

の許可
き ょ か

を得
え

るようにし

ましょう。 

○ 自分
じ ぶ ん

や他
ほか

の人
ひと

の個人
こ じ ん

情報
じょうほう

をインターネット上
じょう

に書
か

き込
こ

んではいけません。 

【安全
あんぜん

のために】 

○ 安全
あんぜん

な利用
り よ う

のため、学習用
がくしゅうよう

端末
たんまつ

をどのように使
つか

ったか記録
き ろ く

に残
のこ

ります。悪質
あくしつ

な利用
り よ う

が

あった場合
ば あ い

には、操作
そ う さ

ログを確認
かくにん

する場合
ば あ い

があることを理解
り か い

して利用
り よ う

します。 

○ ログイン等
など

のためのアカウント・ＩＤは児童
じ ど う

生徒
せ い と

（保護者
ほ ご し ゃ

）の責任
せきにん

で管理
か ん り

します。 

【通信量
つうしんりょう

及
およ

び免責
めんせき

事項
じ こ う

について】 

○ 家庭
か て い

におけるインターネット接続
せつぞく

通信量
つうしんりょう

や充電
じゅうでん

のための電気代
でんきだい

については、家庭
か て い

で

負担
ふ た ん

します。 

○ 北本市
きたもとし

「児童
じ ど う

・生徒用
せいとよう

 Chromebook
ク ロ ー ム ブ ッ ク

 持
も

ち帰
かえ

りルール」が守
まも

られていない場合
ば あ い

は、学校
がっこう

の

指導
し ど う

にもとづき端末
たんまつ

を返却
へんきゃく

します。 

  



５ Chromebook 操作マニュアル 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



６ 学習用端末 紛失・故障等の対応について 

 

（１）紛失対応 

 ・学習用端末を紛失したとき、緊急性が必要のため以下の対応をお願いします。 

① 電話で、保護者 → 担任 → 教頭（校長）→ 教育委員会 

※不正防止のため〔ロック〕〔回線の中断〕をいたします。 

② 「紛失届」を担任に提出、状況確認 

③ 担任と一緒に教頭へ「紛失届」を提出 

 

（２）破損対応 

 ・学習用端末が破損したとき、以下の対応をお願いします。 

① 本体と「破損届・修理願い」をもって担任に提出、状況確認 

② 担任と一緒に教頭へ、本体と「破損届・修理願い」を提出 

 

（３）修理対応（キッティング） 

・端末が故障したとき、以下の対応をお願いします。 

① 本体と「破損届・修理願い」をもって担任に提出、状況確認 

② 担任と一緒に教頭へ、本体と「破損届・修理願い」を提出 

  



令和  年   月  日  

北本市立西小学校 

 校長 加藤 秀樹 様 

                

                        年  組  番氏名          

 

                      保 護 者 氏 名               

                      学習用タブレット No.   ＣＢＫ                

 

 

学習用端末 破損届・修理願い 

 

 私は、下記の理由により学習用端末を破損いたしましたので、お届けするとともに修理を

お願いいたします。尚、保証の範囲を超えるような修理費用が発生した場合には、負担いた

します。 

 

記 

 

１ 破損日時   令和   年   月   日（   ） 

午前・午後  時  分(   時間目・教科      ) 

  

２ 場  所 

 

 

３ 破損内容 

 

 

 

 

４ 破損理由 

 

 

 

 

 

※以下記入不要 

 タブレット No. ＣＢＫ        

 処理内容 破損個所修理 ・ 部品交換 ・ 本体交換 ・ 他 

 

 

 



令和  年   月  日  

北本市立西小学校 

 校長 加藤 秀樹 様 

                

                        年  組  番氏名          

 

                      保 護 者 氏 名               

                      学習用タブレット No.   ＣＢＫ                

 

 

学習用端末 紛失届 

 

 私は、下記の理由により学習用端末を紛失いたしましたので、代替え品をお願いいたしま

す。尚、紛失によりかかる費用が発生した場合には、負担いたします。 

 

記 

 

１ 破損日時   令和   年   月   日（   ） 

午前・午後  時  分(   時間目・教科      ) 

  

２ 場  所 

 

 

３ 破損内容 

 

 

 

 

 

４ 破損理由 

 

 

 

 

 

※以下記入不要 

学習用タブレット No. ＣＢＫ         処理内容  本体交換 ・ 他 
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